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佐
久
市
議
会

第
４
回
定
例
会
が

 　
開
か
れ
ま
し
た

　
令
和
４
年
佐
久
市
議
会
第
４
回
定
例
会
が
11
月
24
日
に
開
会
し
、
12

月
20
日
ま
で
の
27
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
市
長
が
提
出
し
た

議
案
は
、
招
集
日
に
提
出
し
た
専
決
処
分
報
告
１
件
、
条
例
案
10
件
、

事
件
案
31
件
、
予
算
案
７
件
と
、
12
月
９
日
に
追
加
提
出
し
た
条
例
案

２
件
、
予
算
案
１
件
、
12
月
20
日
に
追
加
提
出
し
た
予
算
案
１
件
の
合

わ
せ
て
53
件
で
、
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

10
月
13
日
付
け
で
専
決
処
分
し

た
令
和
４
年
度
佐
久
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
10
号
）
に
つ
い
て
、

議
会
の
承
認
を
得
ま
し
た
。

　

令
和
４
年
度
佐
久
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
10
号
）
は
、
布
施

財
産
区
議
会
議
員
選
挙
執
行
費
、

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高

騰
緊
急
支
援
給
付
金
給
付
事
業
費
、

生
活
困
窮
世
帯
緊
急
支
援
金
給
付

事
業
費
お
よ
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
ワ
ク
チ
ン
乳
幼
児
接
種
事
業

費
に
係
る
補
正
で
す
。

○
佐
久
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す

　
る
条
例
等
の
一
部
改
正
条
例

　

地
方
公
務
員
法
の
改
正
等
に
伴

い
、
定
年
を
段
階
的
に
引
き
上
げ

る
と
と
も
に
、
管
理
監
督
職
勤
務

上
限
年
齢
制
お
よ
び
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
制
を
導
入
す
る
ほ

か
、
関
係
す
る
条
例
に
つ
い
て
改

正
等
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関

　
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
条
例

　

地
方
公
務
員
法
の
改
正
等
に
伴

専
決
処
分
報
告

条 

例

い
、
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る

特
例
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
非

常
勤
職
員
の
退
職
手
当
に
係
る
取

扱
い
を
緩
和
す
る
こ
と
等
に
つ
い

て
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

　
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に

　
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

議
会
の
議
員
お
よ
び
特
別
職
の

職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
月
数
に

つ
い
て
、
長
野
県
職
員
の
給
与
改

定
に
準
じ
て
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

　
条
例
等
の
一
部
改
正
条
例

　

職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
長
野

県
職
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関

　
す
る
法
律
施
行
条
例

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
よ
り
、
令
和
５
年
４

月
１
日
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
も

改
正
後
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
た
め
、
新
た
に
条
例

を
制
定
し
ま
し
た
。

○
佐
久
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

　
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
条
例

　

令
和
５
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

佐
久
平
環
境
衛
生
組
合
が
解
散
し
、

同
組
合
の
事
務
が
令
和
５
年
４
月

１
日
か
ら
（
仮
称
）
佐
久
環
境
衛

生
組
合
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
自
転
車
等
の
放
置
防
止

　
に
関
す
る
条
例

　

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及

び
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
の
総
合

的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
を

踏
ま
え
、
地
域
の
景
観
保
持
と
公

共
の
場
所
の
機
能
保
全
を
図
り
、

も
っ
て
市
民
の
快
適
な
生
活
環
境

を
確
保
す
る
た
め
、
自
転
車
等
の

放
置
防
止
お
よ
び
適
正
な
処
理
に

関
し
、
新
た
に
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。

○
佐
久
市
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

　
業
施
設
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

令
和
５
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

望
月
ひ
ま
わ
り
共
同
作
業
セ
ン
タ

ー
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
令
和

５
年
４
月
１
日
に
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

牧
を
民
間
譲
渡
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
学
校
設
置
条
例
の
一
部

　
改
正
条
例

　

令
和
５
年
４
月
１
日
に
（
仮
称
）

臼
田
小
学
校
が
開
校
す
る
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

○
佐
久
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条

　
例
の
一
部
改
正
条
例

　

令
和
５
年
４
月
１
日
に
佐
久
市

学
校
給
食
臼
田
セ
ン
タ
ー
の
新
施

設
が
稼
働
す
る
こ
と
等
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
佐
久
市
立
国
保
浅
間
総
合
病
院

　
料
金
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

公
立
病
院
に
お
い
て
徴
収
す
る

診
療
費
等
の
債
権
は
、
公
債
権
に

該
当
せ
ず
、
佐
久
市
税
外
収
入
金

に
対
す
る
手
数
料
及
び
延
滞
金
徴

収
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い

た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

○
佐
久
市
立
国
保
浅
間
総
合
病
院

　
勤
務
医
師
住
宅
取
得
資
金
貸
付

　
条
例
の
一
部
改
正
条
例

　

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い
、
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再
任
用
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
関
係
す
る
規
定
に
つ
い
て
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

　
つ
い
て

　

市
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理

者
の
指
定
に
関
す
る
議
案
13
件
に

つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し

た
。
指
定
管
理
者
の
指
定
を
行
っ

た
施
設
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
望
月
麦
・
大
豆
等
生
産
振
興
セ

　

ン
タ
ー
お
よ
び
望
月
農
産
物
加

　

工
処
理
室

▽
北
口
同
和
対
策
集
会
所

▽
荒
田
同
和
対
策
集
会
所

▽
浅
科
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
岩
村
田
共
同
作
業
セ
ン
タ
ー

▽
中
込
共
同
作
業
セ
ン
タ
ー

▽
臼
田
共
同
作
業
セ
ン
タ
ー

▽
浅
科
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ム

▽
佐
久
中
部
地
区
農
村
環
境
改
善

　

セ
ン
タ
ー

▽
ワ
ー
ク
テ
ラ
ス
佐
久

▽
平
尾
山
公
園

▽
榛
名
平
公
園

▽
市
営
住
宅
（
改
良
住
宅
、
特
定

　

公
共
賃
貸
住
宅
、
そ
の
他
住
宅
）

○
川
西
保
健
衛
生
施
設
組
合
規
約

　
の
変
更
に
つ
い
て

　

川
西
保
健
衛
生
施
設
組
合
規
約

を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
第
２
８
６
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
協
議
を
行
う
た
め
、

同
法
第
２
９
０
条
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
佐
久
水
道
企
業
団
規
約
の
変
更

　
に
つ
い
て

　

佐
久
水
道
企
業
団
規
約
を
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

法
第
２
８
６
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
協
議
を
行
う
た
め
、
同
法
第

２
９
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
佐
久
平
環
境
衛
生
組
合
規
約
の

　
変
更
に
つ
い
て

　

佐
久
平
環
境
衛
生
組
合
規
約
を

変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方

自
治
法
第
２
８
６
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
協
議
を
行
う
た
め
、
同

法
第
２
９
０
条
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
佐
久
平
環
境
衛
生
組
合
の
解
散

　
及
び
同
組
合
の
財
産
処
分
に
つ

　
い
て

事 
件

し
た
。

○
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

左
記
の
８
件
の
契
約
を
締
結
す

る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し

た
。

・
令
和
３
年
度
臼
田
地
区
新
小
学 

　

校
整
備
事
業
第
１
工
区
建
築

　

（
本
体
）
工
事
請
負
契
約
の
変

　

更
に
つ
い
て

・
令
和
３
年
度
臼
田
地
区
新
小
学

　

校
整
備
事
業
第
１
工
区
建
築

　

（
電
気
）
工
事
請
負
契
約
の
変

　

更
に
つ
い
て

・
令
和
３
年
度
臼
田
地
区
新
小
学

　

校
整
備
事
業
第
１
工
区
建
築

　

（
管
）
工
事
請
負
契
約
の
変
更

　

に
つ
い
て

・
令
和
３
年
度
臼
田
地
区
新
小
学

　

校
整
備
事
業
第
２
工
区
建
築

　

（
本
体
）
工
事
請
負
契
約
の
変

　

更
に
つ
い
て

・
令
和
３
年
度
臼
田
地
区
新
小
学

　

校
整
備
事
業
第
２
工
区
建
築

　

（
電
気
）
工
事
請
負
契
約
の
変

　

更
に
つ
い
て

・
令
和
３
年
度
臼
田
地
区
新
小
学

　

校
整
備
事
業
第
２
工
区
建
築

　

（
管
）
工
事
請
負
契
約
の
変
更

　

に
つ
い
て

　

令
和
５
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

佐
久
平
環
境
衛
生
組
合
を
解
散
し
、

同
組
合
の
財
産
を
令
和
５
年
４
月

１
日
か
ら
（
仮
称
）
佐
久
環
境
衛

生
組
合
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
８
８
条

お
よ
び
第
２
８
９
条
の
規
定
に
よ

る
協
議
を
行
う
た
め
、
同
法
第
２

９
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の

議
決
を
得
ま
し
た
。

○
南
佐
久
環
境
衛
生
組
合
の
共
同

　
処
理
す
る
事
務
の
変
更
及
び
規

　
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

佐
久
平
環
境
衛
生
組
合
が
解
散
し
、

同
組
合
の
事
務
が
令
和
５
年
４
月

１
日
か
ら
（
仮
称
）
佐
久
環
境
衛

生
組
合
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
南
佐
久
環
境
衛
生
組
合
の
共

同
処
理
す
る
事
務
を
変
更
す
る
こ

と
お
よ
び
規
約
を
変
更
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
８

６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

を
行
う
た
め
、
同
法
第
２
９
０
条

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を

得
ま
し
た
。

○
財
産
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て

　

佐
久
市
の
所
有
す
る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
施
設
ワ
ー
ク
ハ
ウ

ス
牧
を
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か

ら
社
会
福
祉
法
人
望
月
悠
玄
福
祉

会
に
無
償
で
譲
渡
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第
１

項
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
市
道
の
路
線
認
定
に
つ
い
て

　

新
た
に
１
路
線
を
認
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
得

ま
し
た
。

○
市
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て

　

１
路
線
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

○
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

　

長
期
に
わ
た
り
市
営
住
宅
家
賃

を
滞
納
し
て
い
る
市
内
居
住
者
２

名
に
つ
い
て
、
督
促
状
の
送
付
、

訪
問
、
来
庁
要
請
等
の
様
々
な
方

策
を
講
じ
る
中
、
徴
収
が
困
難
な

状
況
が
継
続
し
、
納
入
ま
た
は
対

応
の
な
い
状
況
で
あ
る
た
め
、
市

営
住
宅
の
明
渡
し
お
よ
び
滞
納
家

賃
等
の
支
払
に
係
る
訴
え
の
提
起

を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自

治
法
第
96
条
第
１
項
第
12
号
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
得
ま
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用
地
取
得
造
成
事
業
特
別
会
計
の

当
初
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
11
号
）
は
、
原
油
・
電
力

・
ガ
ス
等
の
高
騰
対
策
に
係
る
事

業
お
よ
び
緊
急
的
に
対
応
が
必
要

と
な
る
事
業
等
の
補
正
で
、
１
億

６
，
１
８
８
万
６
千
円
を
追
加
し
、

総
額
を
５
４
５
億
５
，
７
１
２
万

７
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

は
、
国
庫
支
出
金
等
返
還
金
お
よ

び
市
税
還
付
金
・
還
付
加
算
金
の

増
額
、
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金

に
伴
う
基
金
積
立
金
な
ら
び
に
緊

急
的
に
対
応
が
必
要
と
な
る
事
業

等
の
補
正
で
、
２
億
５
，
６
０
０

万
２
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
５

４
８
億
１
，
３
１
２
万
９
千
円
と

し
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
13
号
）

は
、
議
会
の
議
員
お
よ
び
特
別
職

の
職
員
の
期
末
手
当
に
係
る
補
正

お
よ
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
が
使
用
さ
れ
た
製
品

等
の
処
分
に
係
る
債
務
負
担
行
為

の
追
加
に
係
る
補
正
で
、
８
１
万

７
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
５
４

８
億
１
，
３
９
４
万
６
千
円
と
し

ま
し
た
。

・
令
和
３
年
度
学
校
給
食
臼
田
セ

　

ン
タ
ー
建
設
事
業
建
築
（
管
）

　

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い

　

て
・
令
和
４
年
度
佐
久
市
野
沢
会
館

　

第
２
期
解
体
工
事
請
負
契
約
に

　

つ
い
て

○
医
療
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の

　
額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
９
月
30
日
、
川
崎
病

に
て
佐
久
市
立
国
保
浅
間
総
合
病

院
に
入
院
中
で
あ
っ
た
市
内
在
住

の
小
児
患
者
に
対
し
、
ツ
ベ
ル
ク

リ
ン
反
応
検
査
実
施
時
に
、
誤
っ

て
Ｂ
Ｃ
Ｇ
ワ
ク
チ
ン
を
投
与
し
て

し
ま
い
、
そ
の
後
、
他
の
医
療
機

関
に
お
い
て
、
本
件
に
よ
っ
て
被

っ
た
腕
の
傷
を
治
療
す
る
た
め
、

診
察
等
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た

医
療
事
故
に
つ
き
、
相
手
方
と
合

意
に
達
し
た
の
で
、
損
害
賠
償
の

額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議

会
の
議
決
を
得
ま
し
た
。

　

令
和
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
11
号
、
第
12
号
、
第
13
号

お
よ
び
第
14
号
）
と
特
別
会
計
補

正
予
算
（
４
会
計
）
お
よ
び
工
業

予 

算

▼
市
営
住
宅
管
理
事
業
費
（
御
馬

　

寄
団
地
改
修
事
業
に
係
る
物
件

　

等
補
償
料
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　

１
０
０
万
円

▼
小
学
校
教
育
振
興
事
業
費
（
就

　

学
援
助
制
度
対
象
児
童
の
増
加

　

に
伴
う
援
助
費
お
よ
び
奨
励
費

　

の
増
額
）　

３
，
４
０
０
万
円

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
13
号
〕

▼
議
会
運
営
費
（
長
野
県
職
員
の

　

給
与
改
定
に
準
拠
し
た
条
例
改

　

正
に
伴
う
市
議
会
議
員
の
期
末

　

手
当
の
増
額
）　
　

６
４
万
円

▼
総
務
管
理
給
与
費
（
長
野
県
職

　

員
の
給
与
改
定
に
準
拠
し
た
条

　

例
改
正
に
伴
う
市
長
、
副
市
長

　

の
期
末
手
当
の
増
額
）　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
２
万
円

▼
教
育
総
務
給
与
費
（
長
野
県
職

　

員
の
給
与
改
定
に
準
拠
し
た
条

　

例
改
正
に
伴
う
教
育
長
の
期
末

　

手
当
の
増
額
）　
　
　

４
万
円

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
14
号
〕

▼
母
子
保
健
指
導
事
業
費
（
妊
婦

　

・
子
育
て
家
庭
に
対
し
、
出
産

　

・
子
育
て
応
援
給
付
金
を
給
付

　

す
る
た
め
の
経
費
）　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

１
億
８
７
８
万
円

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
14
号
）

は
、
妊
婦
お
よ
び
子
育
て
家
庭
に

対
し
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
・
子
育

て
ま
で
一
貫
し
た
伴
走
型
相
談
支

援
を
推
進
し
、
そ
の
実
効
性
を
よ

り
高
め
る
た
め
の
経
済
的
支
援
と

し
て
、
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付

金
を
給
付
す
る
た
め
の
経
費
に
係

る
補
正
で
、
１
億
８
７
８
万
７
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
５
４
９
億

２
，
２
７
３
万
３
千
円
と
し
ま
し

た
。

　

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
正
の
主

な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す

（
万
円
未
満
は
切
捨
て
）
。

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
11
号
〕

▼
総
務
一
般
事
務
費
（
佐
久
長
聖

　

高
等
学
校
の
全
国
高
等
学
校
駅

　

伝
競
走
大
会
出
場
に
対
す
る
交

　

付
金
）　
　
　
　

３
０
０
万
円

▼
情
報
化
推
進
事
業
費
（
マ
イ
ナ

　

ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
促
進
の
た

　

め
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
設
定
支

　

援
等
に
係
る
経
費
）

　
　
　
　
　
　
　
　

８
０
７
万
円

▼
農
業
生
産
振
興
事
業
費
（
国
・

　

県
の
肥
料
価
格
高
騰
対
策
の
活

　

用
を
図
る
た
め
の
取
組
を
行
う
、

　

Ｊ
Ａ
佐
久
浅
間
へ
の
肥
料
価
格

　

高
騰
対
策
支
援
事
業
補
助
金
）

　
　
　
　
　
　

１
，
９
０
０
万
円

▼
企
画
調
整
費
ほ
か
６
事
業
費

　

（
原
油
・
電
力
・
ガ
ス
等
の
価

　

格
高
騰
に
伴
う
光
熱
費
の
負
担

　

軽
減
を
図
る
た
め
の
支
援
経
費
）

　
　
　
　

１
億
２
，
０
４
１
万
円

〔
一
般
会
計
補
正
予
算
第
12
号
〕

▼
総
務
一
般
事
務
費
（
国
庫
支
出

　

金
等
の
精
算
等
に
係
る
返
還
金

　

の
増
額
）

　
　
　
　

１
億
３
，
０
９
７
万
円

▼
徴
収
事
務
費
（
確
定
申
告
に
よ

　

る
更
正
等
に
伴
う
市
税
還
付
金

　

・
還
付
加
算
金
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　

１
，
０
０
０
万
円

▼
障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
（
自

　

立
支
援
給
付
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

　

増
に
伴
う
給
付
費
の
増
額
）

　
　
　
　
　
　

４
，
５
０
０
万
円

▼
障
害
者
福
祉
事
業
費
（
申
請
者

　

の
増
加
に
伴
う
障
害
者
に
や
さ

　

し
い
住
宅
改
良
事
業
補
助
金
の

　

増
額
）　
　
　
　

２
３
５
万
円

▼
産
業
立
地
推
進
事
業
費
（
工
業

　

用
地
取
得
造
成
事
業
特
別
会
計

　

に
お
け
る
前
年
度
繰
越
金
の
確

　

定
に
伴
う
基
金
積
立
金
）

　
　
　
　
　
　

２
，
４
０
９
万
円
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